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□問
 

町
田
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
11
７
２
４
・
５
６
５
６
、
な
る
せ
駅
前

市
民
セ
ン
タ
ー
11
７
２
４
・
２
５
１
１
、
南
市
民
セ
ン
タ
ー
11
７

な
る
せ
駅
前
・
南
・
鶴
川
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー

第
２
・
第
４
日
曜
日
に
窓
口
を

【
高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
】

　
　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
ま

６５
た
は
高
齢
者
の
み
（
日
中
独
居
を

含
む
）
の
世
帯
で
、
慢
性
疾
患
の

発
作
等
に
よ
り
、
常
時
緊
急
な
医

療
処
置
が
必
要
と
な
る
危
険
が
あ

る
方
に
専
用
機
器
を
貸
与
し
、
在

宅
生
活
の
安
全
を
確
保
し
ま
す
。

　

緊
急
時
に
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、

必
要
に
応
じ
て
救
急
車
等
が
出
動

し
ま
す
。

【
高
齢
者
火
災
安
全
シ
ス
テ
ム
】

　
　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
ま

６５
た
は
高
齢
者
の
み
（
日
中
独
居
を

含
む
）
の
世
帯
で
、
心
身
機
能
の

高
齢
者
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
・
火

災
安
全
シ
ス
テ
ム

ご
利
用
下
さ
い

【
生
ご
み
処
理
機
等
購
入
費
補
助

金
４
万
５
０
０
０
円
（
限
度
額
）

ぜ
ひ
ご
利
用
下
さ
い
】

　
　

世
帯
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
申

１０
し
込
み
の
場
合
、
各
世
帯
に
対
し

て
上
限
４
万
５
０
０
０
円
の
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
（
乾
燥
式

の
生
ご
み
処
理
機
は
対
象
外
と
な

り
ま
す
）
。

　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
で
の
申
し
込

み
を
お
考
え
の
皆
さ
ん
を
対
象

に
、
補
助
金
の
制
度
や
生
ご
み
処

理
機
等
に
つ
い
て
の
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

【
大
型
生
ご
み
処
理
機
を
無
料
で

貸
し
出
し
ま
す
！
】

　
　

戸
以
上
で
構
成
さ
れ
て
い
る

１０
自
治
会
・
町
内
会
・
団
地
ア
パ
ー

ト
等
で
、
処
理
機
の
設
置
場
所
を

無
償
で
確
保
で
き
る
団
体
が
対
象

で
す
。

　

処
理
機
の
設
置
工
事
費
、
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
代
、
電
気
代
は
す
べ
て

市
が
負
担
し
ま
す
。
利
用
す
る
皆

さ
ん
の
費
用
負
担
は
な
く
、
各
家

庭
か
ら
出
る
生
ご
み
を　

時
間
好

２４

き
な
時
間
に
処
理
機
に
投
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
申
し
込
み
を
検
討
さ
れ

ご
み
減
量
課

お

知

ら

せ

て
い
る
団
体
を
対
象
に
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

○
処
理
機
の
大
き
さ
（　

世
帯
用

５０

の
例
）　

幅
＝
お
よ
そ
１
３
０

㎝
、
高
さ
＝
お
よ
そ
１
０
０
㎝
、

奥
行
き
＝
お
よ
そ
１
０
０
㎝

◇

　

詳
細
は
ご
み
減
量
課
（
11
７
９

７
・
０
５
３
０
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

○
対
象　

事
業
系
（
事
務
所
や
仮

設
ト
イ
レ
等
）
の
し
尿
処
理
手
数

料○
新
料
金　
　

リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

３６

６
０
０
円
（
現
行
３
０
０
円
）

○
改
定
日　

２
０
０
９
年
４
月
１

日
作
業
分
か
ら

□問
 

業
務
課
11
７
２
２
・
２
７
５
２

し
尿
処
理
手
数
料

改
定
の
お
知
ら
せ

　

２
０
０
８
年
度
第
２
回
定
期
監

査
が
実
施
さ
れ
、
対
象
と
な
っ
た

市
民
部
、
子
ど
も
生
活
部
、
上
下

水
道
部
、
市
民
病
院
事
務
局
の
財

務
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
関

す
る
事
務
事
業
に
つ
い
て
監
査
結

果
報
告
書
が　

月　

日
に
監
査
委

１１

１７

員
か
ら
市
長
に
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

監
査
結
果
報
告
書
は
、
「
市
政

情
報
や
ま
び
こ
」
や
、
市
立
図
書

館
で
閲
覧
で
き
ま
す
（
頒
布
は
し

て
い
ま
せ
ん
）
。
ま
た
、
町
田
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
市
の
監
査
」

か
ら
も
閲
覧
で
き
ま
す
の
で
ご
利

用
下
さ
い
。

□問
 

監
査
事
務
局
11
７
２
４
・
２
５

４
７

監
査
の
結
果
報
告
書
が

提
出
さ
れ
ま
し
た

　

町
田
都
市
計
画
①
都
市
再
開
発

の
方
針
の
変
更
②
住
宅
市
街
地
の

開
発
整
備
の
方
針
の
変
更
に
係
る

都
市
計
画
案
を
ご
覧
（
縦
覧
）
い

た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
縦
覧
期
間
中
、
住
民
及

び
利
害
関
係
人
は
、
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間　
　

月　

日
（
金
）

１１

２８

〜　

月　

日
（
金
）
（
土
・
日
曜

１２

１２

日
を
除
く
）

都
市
計
画
案

ご

覧

下

さ

い

【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
・
２
０
０
９

年
６
月
分
】

　
　

月
７
日
（
日
）
午
前
９
時
ま

１２
で
に
使
用
料
金
を
お
つ
り
の
な
い

よ
う
お
持
ち
に
な
り
、
ひ
な
た
村

に
お
い
で
下
さ
い
。

　

希
望
日
に
主
催
事
業
が
入
っ
て

い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し

ひ
な
た
村

利
用
者
抽
選
会

て
の
催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
（
子
ど

も
会
等
活
動
支
援
事
業
）
・
２
０

０
９
年
２
月
分
】

　

地
域
の
子
ど
も
会
や
学
校
の
ク

ラ
ス
会
等
の
活
動
を
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
作
り
か
ら
当
日
の
指
導
ま
で
お

手
伝
い
し
ま
す
。

　
　

月
７
日
（
日
）
午
前　

時
ま

１２

１０

で
に
ひ
な
た
村
へ
お
い
で
下
さ

い
。
利
用
状
況
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

※
ひ
な
た
村
は
、
第
１
・
第
３
火

曜
日
、
祝
日
の
翌
日
が
お
休
み
で

す
。

□問
 

ひ
な
た
村
11
７
２
２
・
５
７
３

６

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
々
の
負
担

を
軽
減
す
る
制
度
や
事
業
の
内
容

が
よ
り
理
解
さ
れ
、
広
く
ご
利
用

い
た
だ
け
る
よ
う
、
「
町
田
市
ひ

と
り
親
家
庭
の
し
お
り
」
を
改
訂

し
、　

月
中
旬
か
ら
無
料
で
配
布

１１

し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
し
お
り
は
「
町
田

「
ひ
と
り
親
家
庭
の
し
お
り
」
を

刊
行
し
ま
し
た

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

○
配
布
場
所　

子
ど
も
総
務
課
、

子
育
て
支
援
課
、
市
民
相
談
室

（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
）
、
各
市

民
セ
ン
タ
ー

○
掲
載
内
容　

相
談
窓
口
、
手

当
、
医
療
費
助
成
、
仕
事
等
に
つ

い
て

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２

１
４
３

　　公開している会議　傍聴のご案内

申し込み定　員会　場日　時会議名

事前に電話でまちづくり推進課（11
７０９・０６４２）へ。

５人
（申し込み順）

中町第三庁舎
３階第三会議室

１１月２７日（木） 
午前３時から第７回町田市景観懇談会

事前に福祉総務課（11７２４・２１３３、
6７２４・１１８７）へ。

１０人
（申し込み順）

中町第三庁舎
３階第三会議室

１１月２８日（金） 
午後２時～４時（予定）

第５回町田市福祉のまち
づくり総合推進条例部会

事前に電話で高齢者福祉課（11７２１
・３１３６）へ。

４人
（申し込み順）

健康福祉会館
２階集団指導室

１２月１７日（水） 
午後６時３０分～８時

第４回町田市地域密着型
サービス運営委員会

　
　

月　

日
、
２
０
０
８
年
度
の

１０

１４

認
定
農
業
者
と
し
て
先
進
的
な
農

業
を
営
む
９
人
の
方
々
に
市
長
か

ら
「
農
業
経
営
改
善
認
定
書
」
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
意
欲
的
に
農
業
経

営
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
た
め

に
、
こ
れ
か
ら
の
５
年
間
の
経
営

改
善
計
画
を
作
成
し
て
、
そ
れ
を

市
長
が
認
定
す
る
も
の
で
す
。

□問
 

農
業
振
興
課
11
７
２
４
・
２
１

６
６

町町
田田
市市
認認
定定
農農
業業
者者
がが　

人人
にに
なな
りり
まま
しし
たた

　

月
２
日
（
火
）
＝
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

１２
　

月
４
日
（
木
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

１２
　

月
９
日
（
火
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

１２
　

月　

日
（
木
）
＝
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

１２

１１

　

月　

日
（
火
）
＝
南
市
民
セ
ン
タ
ー

１２

１６

　

教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
月
出

張
教
育
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路

の
悩
み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で

お
困
り
の
方
は
、
お
気
軽
に
ご
相

談
下
さ
い
。
専
門
の
相
談
員
が
お

答
え
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

○
時
間　

午
前　

時
〜
正
午

１０

※
相
談
希
望
の
方
は
、
事
前
に
電

話
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

教
育
セ
ン
タ
ー
11
７
９
２
・
６

５
４
６

出張
教育相談

　
　

月
５
日
（
金
）
か
ら
、
市
役

１２
所
本
庁
舎
駐
車
場
、
第
２
駐
車

場
、
中
町
第
三
庁
舎
駐
車
場
を
、

有
料
時
間
貸
駐
車
場
と
し
て
民
間

業
者
が
運
営
し
ま
す
。

　

来
庁
者
の
方
に
は
、
無
料
処
理

を
し
て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
無
料

で
ご
利
用
で
き
ま
す
が
、
一
般
利

用
者
の
方
は
、
有
料
に
な
り
ま

す
。

　

有
料
化
に
伴
い
、
本
庁
舎
駐
車

場
、
第
２
駐
車
場
の
休
日
の
無
料

一
般
開
放
は
廃
止
し
ま
す
。

　

有
料
化
に
よ
り
、
土
地
の
有
効

活
用
、
来
庁
者
の
利
便
性
と
庁
舎

周
辺
の
交
通
渋
滞
の
解
消
を
図
り

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

市 

役 

所 

の 

３ 

つ 

の 

駐 

車 

場 

を

有 

料 

化 

し 

ま 

す

出庫�

用務先で�
検印�

用務先で検印を受け、�
無料券を受け取る�

※市役所を利用しない場合は有料になります。�

駐車券挿入後�
無料券を挿入�
し精算�

総合受付で�
無料処理�

無料処理済みの�
駐車券で精算�

駐車�

本庁舎利用の場合�

本庁舎以外を利用の場合�

駐車券�
00-00-00 00：00

駐車券�
00-00-00 00：00

駐車券�
00-00-00 00：00

無料券�

○時間�

市役所を利用した�
場合の流れ�

８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３

中

止

し

ま

す

　

町
田
市
役
所
本
庁
舎
駐
車

場
及
び
第
２
駐
車
場
は
、
駐

車
場
整
備
工
事
の
た
め
、
次

の
期
日
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

○
期
日　
　

月　

日
（
土
）、

１１

２２

　

日
（
祝
）
、　

日
（
休
）、

２３

２４

　

日
（
土
）
、　

日
（
日
）

２９

３０

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１

６
５

市
役
所
駐
車
場
の
休
日
一
般

開
放
は

低
下
等
に
よ
り
防
火
の
配
慮
が
必

要
な
方
に
専
用
機
器
を
貸
与
・
給

付
し
、
火
災
の
防
止
や
迅
速
な
発

見
・
消
火
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

在
宅
生
活
の
安
全
を
確
保
し
ま

す
。

　

自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
と
単
品
給

付
の
２
通
り
が
あ
り
ま
す
。

　

自
動
通
報
シ
ス
テ
ム
は
、
火
災

の
発
生
を
感
知
し
て
消
防
署
に
自

動
通
報
し
、
緊
急
車
両
が
出
動
し

ま
す
。
単
品
給
付
に
は
、
火
災
警

報
器
、
自
動
消
火
装
置
、
電
磁
調

理
器
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

ご
利
用
に
は
ほ
か
に
も
条
件
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
利
用
に
あ

た
り
費
用
を
負
担
し
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
は
お
住
ま
い
の
地

域
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

へ
、
詳
細
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
た
は
高
齢
者
福
祉
課
（
11

○
縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時

○
縦
覧
場
所　

東
京
都
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画

課
（
都
庁
第
二
本
庁
舎　

階
北

２１

側
）
、
町
田
市
都
市
計
画
課
及

び
住
宅
課
（
市
役
所
中
町
第
三
庁

舎
１
階
）

○
意
見
書
の
提
出
先　
　

月　

日

１２

１２

ま
で
（
必
着
）
に
東
京
都
都
市
整

備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計

画
課
（
〒　

－

８
０
０
１
、
新
宿

１６３

区
西
新
宿
２－

８－

１
）
へ
。

□問
 

町
田
市
都
市
計
画
課
11
７
０
９

・
０
５
６
１
、
町
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